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(57)【要約】
【課題】  本発明の課題は、断層像の少なくとも関心領
域における造影剤の造影効果の均一化を図る。
【解決手段】  複数の振動子２３を駆動して発生させた
超音波ビームを走査して被検体に照射し、この被検体か
ら反射する超音波に基づいて被検体の断層像を生成し、
表示する超音波診断装置において、超音波ビームの走査
中に、超音波ビームの音圧を調整する音圧調整手段を備
えたことにより、各関心領域４７、４９、５１における
超音波ビーム５３、５５、５７の音圧を等しくすること
ができる。このため、関心領域４７、４９、５１が異な
る深度にある場合においても、各関心領域４７、４９、
５１の造影剤に照射される超音波ビーム５３、５５、５
７の音圧が一定となり、造影剤が同じ挙動を示すので、
関心領域４７、４９、５１における造影効果の均一化を
図ることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の振動子を駆動して発生させた超音
波ビームを走査して被検体に照射し、該被検体から反射
する超音波に基づいて前記被検体の断層像を生成し、表
示する超音波診断装置において、
前記超音波ビームの走査中に、前記超音波ビームの音圧
を調整する音圧調整手段を備えたことを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項２】  複数の振動子を駆動して発生させた超音
波ビームを走査して被検体に照射し、該被検体から反射
する超音波に基づいて前記被検体の断層像を生成し、表
示する超音波診断装置において、
前記断層像上に複数の関心領域又は関心領域帯を設定す
る入力手段を設け、該入力手段により予め設定された前
記複数の関心領域又は関心領域帯における前記超音波ビ
ームの音圧を調整する音圧調整手段を備えたことを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項３】  前記音圧調整手段は、前記超音波ビーム
の走査中に、前記関心領域又は関心領域帯に前記超音波
ビームの焦点位置を調整することを特徴とする請求項２
に記載の超音波診断装置。
【請求項４】  前記音圧調整手段は、前記超音波ビーム
の走査中に、前記振動子を駆動する駆動信号の強度を制
御して、前記関心領域又は関心領域帯における前記超音
波ビームの音圧を調整することを特徴とする請求項２に
記載の超音波診断装置。
【請求項５】  前記音圧調整手段は、前記超音波ビーム
の走査中に、前記関心領域又は関心領域帯に前記超音波
ビームの焦点位置を調整するとともに、前記振動子を駆
動する駆動信号の強度を制御して、前記関心領域又は関
心領域帯における前記超音波ビームの音圧を調整するこ
とを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置に
係り、特に被検体の血管等に造影剤を注入して診断する
のに好適な超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置は、探触子を介して被検
体との間で超音波を送受信し、被検体内からの反射波等
を含む受波信号、すなわち、反射エコー信号に基づいて
断層像などを生成し、診断に有用な情報を提供するもの
である。
【０００３】一般に、探触子は、複数の振動子を等間隔
で直線状、曲線状あるいは面状に配列して形成されてい
る。そして、選択した複数の振動子を同一時に駆動し超
音波ビームを形成して、被検体内の診断部位を走査し、
その反射波等からなる反射エコー信号に基づいて、断層
像を生成する。通常、探触子から照射する超音波ビーム
は、フォーカス処理がなされる。このフォーカス処理
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は、例えば、同一時に駆動される振動子群の各振動子か
ら照射する超音波を遅延させて、各振動子から射出され
る超音波の波面を任意の焦点で一致させる電子フォーカ
スなどが知られている。
【０００４】一方、超音波診断装置で断層像を撮像する
場合、血管に造影剤を注入して、血流のコントラストを
強調する超音波造影法が提案されている。造影剤として
は、例えば、血管内で泡を形成するものなどが知られて
おり、その泡が超音波ビームの照射によって破裂、ある
いは、振動したときに発生するエコーの音響特性の変化
を検出することにより、コントラストを強調することが
できる。すなわち、造影剤の挙動による造影効果によ
り、関心領域等の断層像を鮮明化する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来
は、同一強度の超音波を各振動子から射出して被検体内
を超音波ビームで走査する超音波は深度に対応して減衰
することから、被検体内に浅い部位と深い部位とから成
る関心領域がある場合、関心領域のそれぞれの深度にお
ける造影剤の造影効果が異なる。その結果、関心領域の
それぞれの深度相互の造影剤による染影度の不均一が生
じ、診断を適切に行い難い場合がある。
【０００６】本発明の課題は、断層像の関心領域におけ
る造影効果の均一化を図ることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波診断装置
は、上記課題を解決するため、複数の振動子を駆動し
て、発生させた超音波ビームを走査して被検体に照射
し、該被検体から反射する超音波に基づいて前記被検体
の断層像を生成し表示する超音波診断装置において、前
記超音波ビームの走査中に、前記超音波ビームの音圧を
調整する音圧調整手段を備えたことを特徴とする。
【０００８】このように、音圧を調整する音圧調整手段
を設けたことにより、少なくとも関心領域の各深度にお
ける超音波ビームの音圧を等しく調整することができ
る。したがって、関心領域が異なる深度にある場合にお
いても、関心領域の各深度領域の造影剤に照射される超
音波ビームの音圧が一定となり、造影剤が同じ挙動を示
すので、断層像における造影効果の均一化を図ることが
でき、断層像の視認性を向上することができる。
【０００９】この場合において、断層像上に少なくとも
１つ以上の関心領域を予め設定する入力手段を設け、前
記音圧調整手段は、設定された関心領域における超音波
ビームの音圧をほぼ等しく調整するようにすることがで
きる。また、入力手段によって入力される関心領域は、
不連続な複数の関心領域であってもよいし、連続的な関
心領域帯であってもよい。また、不連続に設定された複
数の関心領域を、直線または曲線の経路で結び、結ばれ
た関心領域と各関心領域を結ぶ経路を関心領域帯とし
て、関心領域帯の音圧を等しく調整するようにしてもよ
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い。連続的な関心領域帯として、例えば、造影剤が流れ
る血管を設定すれば、関心領域帯に含まれる血管内の造
影剤の染影度が向上して、血管内を流れていく造影剤の
経時的な変化も観察することができる。
【００１０】また、関心領域における超音波ビームの音
圧を等しく調整する形態の１つとして、音圧調整手段
は、超音波ビームの焦点位置を関心領域に調整するよう
にしてもよい。これによれば、各関心領域に照射される
音圧を最大にして、各関心領域の音圧をほぼ等しくでき
る。
【００１１】また、これに代えて、音圧調整手段は、振
動子を駆動する駆動信号の強度を制御して、超音波ビー
ムの関心領域における音圧を調整してもよい。更に、こ
れらを組み合せて、関心領域に超音波ビームの焦点位置
を調整するとともに、振動子を駆動する駆動信号の強度
を制御して、関心領域に照射する超音波ビームの音圧を
調整してもよい。これによれば、各関心領域に超音波ビ
ームの焦点位置を対応させただけでは、各関心領域の深
度により超音波ビームの音圧が減衰することにより造影
効果が十分に均一化できない場合に有効である。
【００１２】また、具体的な超音波診断装置としては、
被検体との間で超音波を送受信する複数の振動子が配列
されてなる探触子と、この探触子の各振動子に駆動信号
を供給するパルス発生回路と、このパルス発生回路が発
振した駆動信号の位相を制御して超音波ビームの集束と
偏向を行う送波フォーカス回路と、各振動子から出力さ
れる受波信号を整相処理する受波整相回路と、この受波
整相回路で処理された信号に基づいて断層像を生成する
信号処理部と、この信号処理部で生成された断層像を記
憶するメモリと、このメモリに記憶された断層像を表示
する表示器と、この表示器に表示された断層像上で関心
領域を設定する入力手段と、パルス発生回路と送波フォ
ーカス回路と受波整相回路と信号処理部とメモリと表示
器と入力手段とを制御する制御部とを備えて構成する。
【００１３】この場合、送波フォーカス回路と制御部と
によって、関心領域における超音波ビームの音圧を調整
する音圧調整手段を構成することができる。また、パル
ス発生回路と制御部とによって、振動子を駆動する駆動
信号の強度を制御して、関心領域に照射する超音波ビー
ムの音圧を調整する音圧調整手段を構成することができ
る。更に、振動子と送波フォーカス回路との間に増幅器
を設け、この増幅器を制御部で制御することによって、
振動子を駆動する駆動信号の強度を制御するようにし
て、関心領域に照射する超音波ビームの音圧を調整する
音圧調整手段を構成することができる。また、これらを
組み合せて、音圧調整手段を構成してもよい。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明を適用してなる超音
波診断装置の一実施形態について、図１乃至図３を参照
して説明する。図１は、本発明を適用してなる超音波診
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断装置の全体構成図である。図２は、図１の超音波診断
装置を用いて行う診断手順の要部を示すフローチャート
図である。図３は、図１の探触子と超音波ビームが照射
される被検体の一部を模式的に示した図である。
【００１５】本実施形態の超音波治療装置は、図１に示
すように、探触子１、パルス発生回路３、送波フォーカ
ス回路５、増幅器６、送受分離回路７、切り換えスイッ
チ９、増幅器１０、受波整相回路１１、信号処理部１
３、メモリ１５、モニタ１７、操作器１９、コンピュー
タからなる制御部２１などを含んで構成されている。
【００１６】探触子１は、周知の超音波診断装置に用い
られるものを用いることができる。例えば、電子セクタ
型のように、超音波を送受信する複数の振動子２３が一
列に配列されている。パルス発生回路３は、各振動子２
３を駆動させる駆動信号である超音波駆動パルス（以
下、駆動パルスと称する）を発生するものである。
【００１７】送波フォーカス回路５は、それぞれの振動
子２３に供給する駆動パルスの供給タイミングを調整す
る複数の遅延回路２５を含んで構成され、制御部２１か
らの指令により口径を構成する複数の振動子２３から照
射される超音波ビームの焦点位置を制御する。パルス発
生回路３で発生された駆動パルスは、送波フォーカス回
路５でフォーカス処理され、増幅器６において増幅さ
れ、送受分離回路７に供給される。送受分離回路７に供
給された駆動パルスは、切り換えスイッチ９を介して振
動子２３に供給される。
【００１８】複数の振動子２３は、供給された駆動パル
スを超音波信号に変換して、図示しない被検体内に超音
波ビームを照射する。被検体に照射された超音波ビーム
は、被検体内で反射して反射エコー信号となり、口径を
構成するそれぞれの振動子２３で受信される。振動子２
３により受信されたそれぞれの受信信号は、切り換えス
イッチ９と送受分離回路７を介して、増幅器１０に供給
され増幅される。増幅器１０で増幅された受信信号は、
受波整相回路１１に供給される。
【００１９】受波整相回路１１は、各振動子２３によっ
て受信された受信信号の位相を調整することにより、生
体内の所望の部位からの受信信号を強調した信号に変換
する回路であり、遅延回路２７および加算器２９などを
含んで構成されている。遅延回路２７は、探触子１の各
振動子２３から供給された受信信号を設定時間遅延して
加算器２９に出力する。加算器２９は、遅延回路２７で
遅延制御された受信信号を加算して信号処理部１３に出
力する。
【００２０】信号処理部１３は、受波整相回路１１によ
り整相処理された受信信号を信号処理して、断層像を形
成する１本又は複数本の超音波ビームの画像データを生
成して、メモリ１５に記憶させる。メモリ１５は、超音
波送受信毎に信号処理部１３で順次生成された受信ビー
ムデータを記憶する画像メモリ３１と、超音波ビーム毎
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に定められた超音波ビームの識別コードであるビームア
ドレスを記憶するビームアドレスメモリ３３と、設定さ
れた関心領域の座標を記憶する関心領域座標メモリ３５
とを含んで構成されている。操作器１９は、操作者のコ
マンドを入力する入力手段であり、例えば、トラックボ
ールやマウスなどのインターフェイスにより形成され
る。
【００２１】制御部２１は、パルス発生回路３、送波フ
ォーカス回路５、受波整相回路１１、信号処理部１３、
メモリ１５、モニタ１７、そして、操作器１９などにそ
れぞれ接続され、これらの接続された各部をは、制御部
２１からの指令によって制御する。され、本実施形態で
は、送波フォーカス回路５と制御部２１は、関心領域に
おける超音波ビームの音圧を調整する音圧調整手段を構
成する。また、操作者は、操作器１９から制御部２１に
指令を入力することによって、各種の診断条件などを設
定できるようになっている。
【００２２】以下、本実施形態の超音波診断装置の動作
および詳細構成を説明する。本実施形態の超音波診断装
置では、例えば、造影剤撮像に先だって、生体内の患部
を含む部位を撮像して関心領域設定用の、患部の断層面
の画像、つまり、断層像を取得してモニタ１７に表示す
る。診断モードと、この診断モードで取得されたモニタ
１７に表示された関心領域設定用の患部の断層像に前述
のより、関心領域を設定する。し、次いで、血管内に造
影剤を注入し、て、これら関心領域にそれぞれ超音波ビ
ームの焦点位置を合わせながら走査する。これにより、
て照射し、各関心領域の造影剤効果を均一にして鮮明な
断層像を撮像することができる。鮮明化する造影剤モー
ドを有している。造影剤としては、例えば、血流中に気
泡を生じさせる造影剤などが知られている。この造影剤
は、超音波ビームが照射されると気泡が破壊、変形され
ることから、その破壊、変形時に発生する音の成分を拾
って画像化することにより、造影剤が存在する部位の診
断像を鮮明化することができる。
【００２３】操作者は、撮像に際して、まず、診断モー
ドにより患部を撮像する。それには、探触子１を被検体
の体表面に接触させて、または、術中に開腹した状態の
臓器表面に接触させて、探触子１の超音波射出面を生体
内に向けて把持する。操作者が、操作器１９により撮像
開始の指令を入力すると、これに応答して制御部２１
は、パルス発生回路３と送波フォーカス回路５に指令を
出力する。これにより、パルス発生回路３と送波フォー
カス回路５が動作し、増幅器６で増幅された駆動パルス
が各振動子２３に供給され、各振動子２３からの超音波
の波面が送波フォーカス回路５によって設定されたフォ
ーカス点へ同時に到達するように超音波が各振動子２３
から被検体内に放射される。すなわち、被検体内に超音
波ビームが照射される。このとき、送波フォーカス回路
５は、周知の送信フォーカス処理を行なう。つまり、送
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波フォーカス回路５により各振動子２３は、駆動タイミ
ングが適宜遅延される。これにより、各々の振動子２３
から放射される超音波は合成され偏向されるとともに、
超音波ビームとなり、焦点に収束される。診断モード関
心領域設定用の断層像の撮影においては、送波超音波ビ
ームの焦点距離が送波フォーカス回路５で設定された所
定の深度に保たれた状態で、超音波ビームを走査して２
次元の断層像を得ている。超音波ビームの走査は、制御
部２１によって方位が異なる走査線が順次設定され、そ
れぞれの走査線に対応して、順次ビームアドレスが定め
られる。ビームアドレスは、超音波ビームの識別コード
であり、ビームアドレスメモリ３３に記憶されている。
駆動させる
【００２４】走査方向に順次照射された超音波ビーム
は、被検体内を伝播し、組織の境界の音響インピーダン
スが変化する箇所を通過するときに一部が反射され、反
射エコーとなる。超音波ビームが照射された領域から反
射された超音波ビームの反射エコーは、振動子２３によ
り受信される。振動子２３は、その受信順にエコーを電
気信号に変換して、受信信号を出力する。振動子２３か
らにより出力されるた受信信号は、切り換えスイッチ
９、送受分離回路７、および、増幅器１０を介して、受
波整相回路１１に入力供給される。その受信信号は、受
波整相回路１１に入力された受信信号群はおいて整相処
理され、デジタルスキャンコンバータなどを含み構成さ
れた信号処理部１３に供給される。、信号処理部１３に
入力された受信ビーム信号はで、所定の信号処理が施さ
れ、を行なった後に、画像信号化して画像メモリ３１に
書き込まれる。複数回の超音波送受信によって被検体内
を超音波走査して、画像メモリ３１に書き込まれた画像
信号は、必要に応じて読み出されむとともに、読み出し
て表示座標系に座標変換されてしてモニタ１７に超音波
画像として表示される。つまり、信号処理部１３により
生成された断層像は、画像メモリ３１に格納され、モニ
タ１７は、この画像メモリ３１に格納された断層像のデ
ータを読み出して、断層像を表示する。これらの診断モ
ードに係る部分は、周知の超音波診断装置を適用でき
る。
【００２５】ところで、モードでは、被検体内に患部な
どの関心領域が複数あり、各関心領域の深度が異なる
と、それぞれの関心領域における造影剤の造影効果が不
均一となり、造影剤モードで撮像した断層像の視認性が
低下する場合がある。被検体内に照射された超音波ビー
ムは、送信フォーカス処理により集束されている。この
ため、超音波ビームの音圧は、超音波ビームが集束して
いる焦点位置の近傍で最大となり、焦点位置から離れる
に従い超音波ビームが集束されていない分小さくなって
いく。つまり、被検体内に照射された超音波ビームの音
圧は、探触子１からフォーカス深さまでは徐々に大きく
なって、フォーカス深さ近傍で最大値をとり、フォーカ
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7
ス深さより深くなるにつれ、小さくなっていく。造影剤
は、例えば、溶液中に微細な気泡を混入したものであ
り、音波は気泡の破壊や変形によって生じるものであ
る。被検体に投与された造影剤は、超音波ビームを受け
ると、特有の音波を発生させる。この造影剤が発生する
特有の音波は、照射される超音波ビームの音圧が大きく
なると、気泡が破裂したり、変形が大きくなるなどし
て、大きな音波となる。このように、造影剤は、照射さ
れる超音波ビームの音圧により挙動が大きく異なるた
め、被検体の各部位に照射される超音波ビームの音圧が
異なると、被検体の各部位が同じ状態でも造影剤の染影
度は異なる。したがって、観察したい部位の深さが異な
ると、超音波ビームの音圧は、フォーカス深さ附近にピ
ークを有する分布となるから、関心領域がほぼ同じ状態
で、造影剤の気泡の濃度が略均一であっても、造影剤に
よる染影度が異なるので、視認性が悪くなる。フォーカ
ス深さ付近の超音波ビームの音圧の大きいところでは、
造影剤の気泡の破壊や変形が生じやすく強い音波が発生
し、造影剤からの受信信号強度が強くなり、造影剤の染
影度がよくなる。逆に、フォーカス深さから離れた超音
波ビームの音圧の小さいところでは、気泡の破壊や変形
が生じ難く強い音波が発生せず、造影剤からの受信信号
強度が弱くなり、造影剤の染影度が悪くなる。このた
め、１走査中の超音波ビームの照射を、一定の焦点距離
で行う、従来の超音波診断装置で撮像した断層像上で
は、造影剤の染影度の違いにより、フォーカス深さ付近
の関心領域が強調して画像表示され、深度の異なる関心
領域において、十分に均一な造影効果を得ることができ
ず、各関心領域の状態の差によるものか、音圧の差によ
るものかの判断が困難となり、臨床評価が難しくなる。
【００２６】そこで、本発明の一実施形態の超音波診断
装置は、観察したい部位を関心領域として設定し、設定
された関心領域の深さに応じて基づき、各関心領域を照
射するそれぞれの超音波ビームの焦点距離を走査中に変
更する。すなわち、関心領域を走査するそれぞれの超音
波ビームの焦点距離を可変制御することを特徴とする。
ものである。この特徴について、ここで、本実施形態の
超音波治療装置における造影剤モードの動作について、
図２および図３を参照して本実施形態の撮像手順を説明
する。造影剤モードは、例えば、図２に示すように、ス
テップＳ１で、操作器１９を操作して装置を関心領域設
定モードとし、モニタ１７上に表示された関心領域設定
診断用の断層像内に、、例えば図３に示す複数の関心領
域４７、４９、５１をセットする。図３において○印
は、心筋５２に設定された関心領域４７、４９、５１を
示し、破線は、関心領域４７、４９、５１を通る超音波
ビーム５３、５５、５７を示している。ステップＳ１
と、ステップＳ２で、制御部２１は、断層像上に入力さ
れた関心領域４７、４９、５１の座標を読み取り、メモ
リ１５に記憶する。ステップＳ２と、ステップＳ３で、
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制御部２１は、関心領域４７、４９、５１を通る超音波
ビーム５３、５５、５７の焦点位置を各関心領域内に設
定するため、ビームアドレスに対応付けて焦点位置を演
算により求めメモリ１５に記憶する。ステップＳ３と、
ステップＳ４で、造影剤を注入投与後、操作者の指令に
応じて断層像が撮影される。ステップＳ４と、ステップ
Ｓ５で、撮影され断層像はモニタ１７上に表示されるス
テップＳ５とを含み構成されている。図３の○印は、心
筋４５に設定された関心領域４７、４９、５１を示し、
破線は、関心領域４７、４９、５１を通る超音波ビーム
５３、５５、５７を示している。
【００２７】ステップＳ１で、操作者は、関心領域設定
用の診断モードにより断層像をリアルタイムでモニタ１
７に表示させしている状態で、インターフェイスである
マウスやトラックボールなどの操作器１９により、図３
に示すように、関心領域４７、４９、５１のセットを行
う。関心領域４７、４９、５１のセットは、例えば、操
作者が、モニタ１７の画面上に表示されたポインタなど
をマウスなどの操作器１９で操作して、所望の位置まで
移動して行う。これら関心領域４７、４９、５１のセッ
トにより、例えば、関心領域４７、４９、５１の位置や
範囲を示す関心領域マークなどが、モニタ１７上に表示
され、診断像に重ねて表示される。表示される関心領域
マークの大きさは、患部の大きさなどにより適宜変更す
るようにしてもよい。
【００２８】ステップＳ２で、セットされた関心領域４
７、４９、５１の座標、例えば、関心領域４７、４９、
５１の基準位置の座標を断層像から読み取り、関心領域
座標メモリ３５に、画像メモリ３１およびビームアドレ
スメモリ３３と対応付けて記憶する。
【００２９】ステップＳ３で、制御部２１は、例えば、
関心領域４７、４９、５１の基準位置の座標を記憶した
関心領域座標メモリ３５に基づいて、セットされた関心
領域４７、４９、５１を通る超音波ビーム５３、５５、
５７のそれぞれのビームアドレスを検出する。例えば、
探触子１から照射され関心領域４７を通る超音波ビーム
５３の焦点が、関心領域４７内にくるように、超音波ビ
ーム５３の焦点位置を算出し、算出された焦点位置をビ
ームアドレスと対応させてビームアドレスメモリ３３に
記憶させる。関心領域４９を通る超音波ビーム５５と、
関心領域５１を通る超音波ビーム５７も、同様にビーム
アドレスメモリ３３に記憶させる。それぞれ超音波ビー
ム５３、５５、５７の焦点距離は、例えば、探触子１に
設けられた複数の振動子２３のうち中心の振動子２３を
基準に、探触子１からセットされた関心領域４７、４
９、５１までのそれぞれの距離を計算することができ
る。
【００３０】ステップＳ４で、被検体に造影剤を投与
し、操作者が操作器１９により指令を入力すると、操作
器１９による入力は、制御部２１に伝送され、これを受
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けた制御部２１は、ビームアドレスメモリ３３に記憶さ
せた各超音波ビームの焦点位置から、各振動子２３に供
給する駆動パルスの遅延時間を求め、設定されたフォー
カス深度の超音波ビームが送信できるように、パルス発
生回路３や送波フォーカス回路５に指令を送信する。送
波フォーカス回路５は、制御部２１からの指令により、
関心領域４７、４９、５１で超音波ビーム５３、５５、
５７がそれぞれ焦点を結ぶように、各超音波ビーム５
３、５５、５７の送波フォーカス処理を行い、探触子１
は走査順に従って超音波ビーム５３、５５、５７を含む
複数の超音波ビームを順次照射する。
【００３１】送信フォーカス処理とは、個々の振動子２
３の動作タイミングをずらすことによって、超音波ビー
ムを絞り、設定された焦点距離で音場が小さくなるよう
にすることである。例えば、振動子２３が一列に配置さ
れる場合、両端の振動子２３の動作タイミングを最先と
し、中央に近づくにつれて徐々に遅延させることによっ
て実現される。また、この遅延時間を１走査中に変える
ことによって、超音波ビーム５３、５５、５７のフォー
カス深さを１走査中に変更することができる。つまり、
順次照射する各超音波ビームの焦点位置を走査中にそれ
ぞれ調整し、各関心領域４７、４９、５１で超音波ビー
ム５３、５５、５７の焦点を結ばせることができる。
【００３２】被検体に照射された超音波ビームは、被検
体内で反射して、反射エコーを生成するとともに、その
音圧により造影剤を破壊、変形させ、特有の音波を発生
させる。造影剤特有の音波および反射エコーは、振動子
２３により受信され、切り換えスイッチ９、送受分離回
路７を介して、受波整相回路１１に供給され、整相処理
されて、受波整相回路１１から出力される。受波整相回
路１１が出力した受波信号は、信号処理部１３に入力さ
れ、信号処理部１３は、この走査に係る一連の受波信号
に基づいて被検体の断層像を生成し、生成された断層像
は、メモリ１５の画像メモリ３１に記憶される。画像メ
モリ３１に記憶された断層像信号は、蓄積された受波信
号は、画像信号に走査変換して読み出され、画像表示手
段であるモニタ１７によって表示される。このとき、画
素の輝度は対応する受波信号の振幅に基づいてい定めら
れる。
【００３３】ここで、個々の超音波ビームに対応する受
波信号は、超音波ビームを送信してから受波信号を受信
するまでの往復伝播時間に対する時系列の信号強度（振
幅）、すなわち、振幅のからなるデータ列である。そし
て、往復伝播時間は、探触子１から受波信号に係る部位
までの深さに比例するから、超音波ビームの送信方向と
往復伝播時間に基づいて画素位置を定めることができ
る。また、そして、受波信号の振幅に基づいて画素の輝
度を定めることによって、濃淡像を生成することができ
る。画素の輝度による濃淡で表示された断層像は、超音
波ビームのビームラインを変えながら被検体を走査する
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ことによって形成され、例えば、扇型の視野を有する。
振動子２３が受信してからの受信信号の処理は、診断モ
ードと同様に行うことができる。
【００３４】ステップＳ５で、制御部２１は、ステップ
Ｓ４で撮像し、記憶した断層像を画像メモリ３１から読
み出し、また、関心領域座標メモリ３５から関心領域４
７、４９、５１の座標のデータを読み出し、それぞれの
座標をリンクさせて、モニタ１７上で断層像に関心領域
マークを重ねて表示する。
【００３５】このように、本実施形態の超音波診断装置
は、設定された関心領域４７、４９、５１の座標を検出
し、メモリ１５に記憶するとともに、関心領域４７、４
９、５１を通過する超音波ビーム５３、５５、５７のビ
ームアドレスに基づいて、断層像の１画像を構成する１
回の走査中に、設定された各関心領域４７、４９、５１
を通過する超音波ビーム５３、５５、５７の焦点位置を
制御して、各関心領域４７、４９、５１に超音波ビーム
５３、５５、５７のそれぞれの焦点位置を合わせ、設定
された各関心領域４７、４９、５１における超音波ビー
ム５３、５５、５７の音圧を、各関心領域４７、４９、
５１の深さにかかわらず最大になるように調整にするこ
とにより、造影剤による染影度をよくして、断層像の視
認性を向上することができる。
【００３６】また、更に、一定の焦点距離で超音波ビー
ムを照射すると、焦点位置から外れた関心領域は、超音
波ビームが十分集束されておらず、超音波ビームの幅が
大きくなり分解能が低下するが、本実施形態の超音波診
断装置のように、１走査中に超音波ビーム５３、５５、
５７の焦点距離を制御して、各関心領域４７、４９、５
１の位置と各関心領域４７、４９、５１を通る超音波ビ
ーム５３、５５、５７の焦点位置とを合わせることによ
り、各関心領域４７、４９、５１において超音波ビーム
５３、５５、５７は、十分に集束され、超音波ビーム５
３、５５、５７の幅が小さくなり、各関心領域４７、４
９、５１における分解能の低下を防ぐことができる。加
えて、モニタ１７には、関心領域４７、４９、５１にそ
れぞれ関心領域マークが表示され、かつ、この関心領域
マークは、断層像に重ねて表示されているので、関心領
域４７、４９、５１の位置を操作者が容易に認識するこ
とができる。
【００３７】上記実施形態では、関心領域に超音波ビー
ムの焦点位置を合わせることにより、関心領域の音圧を
ほぼ等しくする音圧調整手段を説明したが、本発明はこ
れに限らず、以下の変形が可能である。
【００３８】関心領域４７、４９、５１のそれぞれの深
度に対応して、制御部２１によって１走査中に各振動子
２３に供給する駆動パルスの電圧を制御することにより
音圧を調整して、造影剤造影効果の均一化を図ることが
できる。この場合、増幅器１０を可変増幅器とし、最大
深度の関心領域を基準にして、他の浅い関心領域は、増
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11
幅率を下げて用いればよい。また、上記の超音波ビーム
の焦点位置調整と、駆動パルスの信号強度調整とを組み
合せて、音圧調整手段を構成してもよい。
【００３９】また、増幅器６は、送波フォーカス回路５
と送受分離回路７との間に設けられているが、パルス発
生回路３に増幅器６を含んで構成することもできる。
【００４０】また、本実施形態では、関心領域が連続的
に存在する心筋５２の断層像を撮像しているが、本発明
の超音波診断装置は、心筋５２の診断に限らず、ＨＣ
Ｃ、つまり、肝細胞癌など関心領域が点在する他の部位
の断層像の撮像にも適用することができる。
【００４１】また、関心領域マークは、本実施形態のよ
うに、モニタ１７に表示される断層像上に重ねて表示し
てもよいし、モニタ１７に複数の画面、例えば、診断用
の断層像を表示する画面と、関心領域の位置を認識する
ための画面を設け、関心領域の位置を示す画面に、断層
像と関心領域マークとを重ねて表示してもよい。また、
関心領域マークは、関心領域マークをキャラクターにす
るなどして、患部の大きさなどに応じどのような形状と
することもできる。要は、設定した関心領域の位置や範
囲などを認識することができ、各関心領域の造影効果が
均一化された診断像を得ることができれば、どのような
形状でもよい。
【００４２】本実施形態では、１走査中に各関心領域を
通る超音波ビームは、それぞれ１本であるが、例えば、
設定された関心領域の範囲が広く、関心領域内を通る超
音波ビームが複数の場合でも、本実施形態の超音波診断
装置と同様に、関心領域内を通る複数の超音波ビームの
焦点位置をそれぞれ制御することにより、超音波ビーム
の各焦点位置をそれぞれ関心領域内に合わせることがで
きる。
【００４３】本実施形態の超音波診断装置では、超音波
ビームの焦点位置を関心領域に合わせ、振動子２３に印
加する印加電圧を制御して、各関心領域での音圧を調整
しているが、超音波ビームの焦点位置を、関心領域から
ずらすことにより、関心領域における音圧を調整するこ
ともできる。例えば、最も深い位置にある関心領域に、
その関心領域を通る超音波ビームの焦点位置を合わせ、
関心領域の位置が浅くなるに従い各関心領域を通る超音
波ビームの焦点位置を各関心領域から離すようにする。
このようにすれば、超音波ビームの集束による音圧の変
化は、超音波ビームが被検体内を伝播し減衰することに
よる音圧の変化で相殺され、各関心領域の音圧を均等に
することができる。
【００４４】また、本発明の超音波診断装置における関
心領域の設定は、本実施形態の関心領域の設定に限ら
ず、例えば、装置自体が断層像を読み込み、関心領域を
自動的に検索して設定することができる。また、１本の
ビームライン上に複数の関心領域がある場合、つまり、
ビームラインと関心領域とが１対１で対応していない場*
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*合、同一のビームラインで、複数の関心領域と同数の超
音波ビームを照射して、各関心領域で音圧がほぼ同一に
なるように焦点位置、および、印加電圧をそれぞれ制御
することができる。
【００４５】また、関心領域を通らない超音波ビームの
焦点位置、および、印加電圧の制御は、予め設定された
焦点位置、および、印加電圧になるように制御してもよ
いし、設定された各関心領域を結ぶように経路を算出
し、この経路上の音圧が一定になるように、焦点位置や
印加電圧を制御してもよい。
【００４６】また、本実施形態では、不連続な複数の関
心領域４７、４９、５１を設定したが、複数の関心領域
を結ぶ経路を直線又は曲線で連続的に入力指定して関心
領域帯とし、その関心領域帯上の各超音波ビームの音圧
が均等になるように超音波ビームの焦点位置や印加電圧
を制御することができる。この関心領域帯の設定は、マ
ウスやトラックボール等により、任意に設定してもよい
し、検査領域毎に予め装置側で設定してもよい。このよ
うな連続的な関心領域帯として、例えば、造影剤が流れ
る血管を設定すれば、関心領域帯に含まれる血管内の造
影剤の染影度が向上して、血管内を流れていく造影剤の
経時的な変化も観察することができる。
【００４７】また、本実施形態では、造影剤の投与をス
テップＳ４で行っているが、造影剤の投与は、ステップ
Ｓ１の前に行ってもよいし、ステップＳ１～Ｓ３のどの
タイミングで行ってもよい。また、造影剤を投与した後
に、造影効果が均一でない関心領域を設定して、造影剤
モードで断層像を撮像することができる。要は、造影剤
を投与後、造影剤の投与された各関心領域に照射される
超音波ビームの焦点位置、および、振動子２３に印加す
る印加電圧の少なくとも一方を制御して、各関心領域の
造影剤に照射されるそれぞれの超音波ビームの音圧を調
整して、造影効果を均一化できればよい。
【００４８】
【発明の効果】本発明によれば、断層像の関心領域にお
ける造影効果の均一化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用してなる超音波診断装置の一実施
形態の概略構成図である。
【図２】図１の超音波診断装置を用いて行う診断手順の
一部を示すフローチャート図である。
【図３】図１の探触子１と超音波ビームが照射される被
検体を模式的に示した図である。
【符号の説明】
１  探触子
３  パルス発生回路
５  送波フォーカス回路
６、１０  増幅器
７  送受分離回路
９  切り換えスイッチ
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１１  受波整相回路
１３  信号処理部
１５  メモリ
１７  モニタ
１９  操作器
２１  制御部
２３  振動子 *

14
*２５、２７  遅延回路
２９  加算器
３１  画像メモリ
３３  ビームアドレスメモリ
３５  関心領域座標メモリ
４７、４９、５１  関心領域
５３、５５、５７  超音波ビーム

【図１】

【図２】

【図３】
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